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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウインドシールドガラスの車幅方向端部に沿って設けられ、車幅方向内側へ向かって突
出した突出部を有すると共に、車幅方向に沿った幅が他の一般部と比べて狭くされた幅狭
部を下部に有するモールと、
　前記突出部によって形成され、前記モールに沿って延在する流水路と、
　を備え、
　前記流水路の車幅方向に沿った幅が、前記幅狭部において他の一般部より狭く形成され
、
　前記ウインドシールドガラスに対する前記突出部の高さが、前記幅狭部において他の一
般部よりも高く設定されている、
　レインガーターモール構造。
【請求項２】
　前記幅狭部における車幅方向内側端部は、セット位置付近にあるワイパーブレードが干
渉しないように車幅方向外側へ変位して形成されることで略円弧状を成している、
　請求項１に記載のレインガーターモール構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レインガーターモール構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、ウインドシールドガラスの車幅方向端部に沿って設けられたレイ
ンガーターモール構造が開示されている。このレインガーターモールは、車幅方向内側へ
突出する突出部を有しており、この突出部によって、雨水が流れる流水路が形成されてい
る。流水路に雨水が流れるようにすることで、ワイパーブレードによって払拭された雨水
がサイドガラス等に飛散することを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－５８６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のレインガーターモール構造が適用された車両においては、セ
ット位置（水平方向へ最も倒した位置）にあるワイパーブレードが突出部に干渉しないよ
うに、ワイパーブレードの長さが制限され、ワイパー払拭面積を拡大することできなかっ
た。また、ワイパーブレードのセット位置を高くすることによりワイパーブレードを長く
することは出来るが、この場合には見栄えが悪化するという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、見栄えを損なわずにワイパー払拭面積を拡大することがで
きるレインガーターモール構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の本発明に係るレインガーターモール構造は、ウインドシールドガラスの
車幅方向端部に沿って設けられ、車幅方向内側へ向かって突出した突出部を有すると共に
、車幅方向に沿った幅が他の一般部と比べて狭くされた幅狭部を下部に有するモールと、
前記突出部によって形成され、前記モールに沿って延在する流水路と、を備え、前記流水
路の車幅方向に沿った幅が、前記幅狭部において他の一般部より狭く形成され、前記ウイ
ンドシールドガラスに対する前記突出部の高さが、前記幅狭部において他の一般部よりも
高く設定されている。
【０００７】
　請求項１記載の本発明では、モールは、ウインドシールドガラスの車幅方向端部に沿っ
て設けられており、車幅方向内側へ向かって突出する突出部を有する。この突出部により
、モールに沿って延在する流水路が形成されている。この流水路を雨水が流れるので、ワ
イパーブレードにより払拭された雨水がサイドガラス等に飛散することが防止されている
。
【０００８】
　また、モールには、その下部に、車幅方向の幅が他の一般部と比べて狭くされた幅狭部
が形成されている。このため、セット位置付近にあるワイパーブレードがモールと干渉す
ることが抑制されるので、ワイパーブレードを長く設計することが出来、ワイパー払拭面
積を拡大することが出来る。
【０００９】
　ところで、幅狭部においては車幅方向の幅が他の一般部と比べて狭くされているため、
設計上、それに伴い流水路の幅（車幅方向の幅）も狭くなるのが普通である。ここで、本
発明のレインガーターモール構造では、幅狭部において、ウインドシールドガラスに対す
る突出部の高さが他の一般部よりも高くされている。このため、幅狭部における流水路で
も流水容量を確保することが出来、ワイパーブレードにより払拭された雨水がサイドガラ
ス等に飛散することがより効率よく防止することができる。
　請求項２記載の本発明に係るレインガーターモール構造は、請求項１に記載のレインガ
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ーターモール構造において、前記幅狭部における車幅方向内側端部は、セット位置付近に
あるワイパーブレードが干渉しないように車幅方向外側へ変位して形成されることで略円
弧状を成している。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、請求項１記載の本発明に係るレインガーターモール構造は、見栄
えを損なわずにワイパー払拭面積を拡大することができるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態のレインガーターモール構造が適用された車両のウインドシールドガ
ラス周辺を示す外観図である。
【図２】図１に示された一部分の断面図であり、（Ａ）はモールの一般部における断面図
（２Ａ－２Ａ線断面）であり、（Ｂ）はモールの幅狭部における断面図（２Ｂ－２Ｂ線断
面）である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１及び図２を用いて、本発明の実施形態に係るレインガーターモール構造が適
用された車両１０について説明する。なお、以下の説明では、ウインドシールドガラス１
２においてルーフ側を上方側、フード側を下方側として説明を進める。また、図２に示さ
れる矢印Ｈはウインドシールドガラス１２に対する高さ方向を示している。
【００１３】
　図１に示されるように、車両１０のウインドシールドガラス１２の車外側には、ワイパ
ー１４が設けられている。ワイパー１４は、ウインドシールドガラス１２表面の雨水等を
払拭するワイパーブレード１６と、ワイパーブレード１６を保持するワイパーアーム１８
と、を含んで構成されている。そして、図示しないモータ及びリンク機構により、ワイパ
ーアーム１８及びワイパーブレード１６が揺動制御され、払拭エリアＡ１、Ａ２において
ウインドシールドガラス１２が払拭される。なお、本実施形態のワイパー１４は、いわゆ
るタンデム式の払拭パターンとされている。
【００１４】
　ウインドシールドガラス１２の車室側には、レインセンサ２０が設けられている。レイ
ンセンサ２０は、払拭エリアＡ１に対応する部分に配置されており、ウインドシールドガ
ラス１２への雨粒付着量を感知する。
【００１５】
　ウインドシールドガラス１２の車幅方向両端部には、上下方向に沿って延在するレイン
ガーターモール２２、２４が設けられている。このレインガーターモール２２、２４によ
って、ウインドシールドガラス１２の車幅方向端部に沿う流水路４４（図２参照）が形成
され、ワイパー１４により払拭された雨水がサイドガラス等に飛散しないようになってい
る。レインガーターモール２２、２４の下方には、一対の整流部材２６が設けられている
。
【００１６】
　レインガーターモール２２、２４のうち、この図の左側に示された本発明の「モール」
としてのレインガーターモール２２は、その下部に形成された幅狭部２８と、幅狭部２８
以外の一般部３０と、を含んで構成されている。幅狭部２８は、レインガーターモール２
２の車幅方向の幅が一般部３０よりも狭く形成されている。具体的には、幅狭部２８は、
セット位置付近にあるワイパーブレード１６が干渉しないように、レインガーターモール
２２の車幅方向内側端部が車幅方向外側へ変位して形成されている。このため、幅狭部２
８における車幅方向内側端部は、略円弧状を成している。
【００１７】
　図２（Ａ）、（Ｂ）には、本実施形態のレインガーターモール２２周辺の構造が断面図
にて示されている。これらの図に示されるように、レインガーターモール２２は、モール
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本体３２とリップ３４、３６とを含んで構成されている。モール本体３２とリップ３４、
３６とは異なる材質で構成されており、例えば、二色成型により一体に成型されている。
そして、レインガーターモール２２は、図示しないクリップ等によりフロントピラーアウ
タパネル３８に取付けられている。
【００１８】
　フロントピラーアウタパネル３８には、車室側へ延びる縦フランジ３８Ａが形成されて
おり、縦フランジ３８Ａの車室側端部から車幅方向内側へ延びる横フランジ３８Ｂが形成
されている。
【００１９】
　ウインドシールドガラス１２は、接着剤４０によりフロントピラーアウタパネル３８の
横フランジ３８Ｂに固定されている。また、ウインドシールドガラス１２には、接着剤４
０の流出を防止するダムラバー４２が取付けられている。そして、レインガーターモール
２２のリップ３４が縦フランジ３８Ａに接触し、リップ３６がウインドシールドガラス１
２に接触している。
【００２０】
　レインガーターモール２２のモール本体３２には、車幅方向内側へ向かって突出する突
出部３２Ａが形成されている。これにより、突出部３２Ａ、リップ３６及びウインドシー
ルドガラス１２に囲まれた流水路４４がウインドシールドガラス１２の車幅方向端部に沿
って延在して形成されている。
【００２１】
　図２（Ａ）には、レインガーターモール２２の一般部３０が示され、図２（Ｂ）には、
幅狭部２８が示されている。これらの図に示されるように、レインガーターモール２２の
幅狭部２８においては、レインガーターモール２２の幅Ｗｂが一般部３０における幅Ｗａ
よりも狭く形成されている（Ｗｂ＜Ｗａ）。そして、流水路４４の幅Ｄｂも、一般部３０
における幅Ｄａより狭く形成されている。
【００２２】
　他方、突出部３２Ａの高さＨｂは、一般部３０における高さＨａよりも高く形成されて
いる（Ｈｂ＞Ｈａ）。このように構成されて、本実施形態では、幅狭部２８における流水
路４４の断面積Ｓｂは、一般部３０における流水路４４の断面積Ｓａと略同一とされてい
る。
【００２３】
　次に、本実施形態の作用並びに効果について説明する。
【００２４】
　本実施形態のレインガーターモール２２のモール本体３２は、車幅方向内側へ向かって
突出する突出部３２Ａを備えている。この突出部３２Ａによって、ウインドシールドガラ
ス１２の車幅方向端部に沿って延在する流水路４４が形成されている。これにより、ワイ
パーブレード１６により払拭された雨水がサイドガラス等に飛散することが防止されてい
る。
【００２５】
　また、本実施形態のレインガーターモール２２には、その下部に、車幅方向の幅Ｗｂが
他の一般部３０と比べて狭くされた幅狭部２８が形成されている。このため、セット位置
付近のワイパーブレード１６がレインガーターモール２２と干渉することが抑制されるの
で、レインガーターモール２２を長く設計することが出来、ワイパー払拭面積を拡大する
ことが出来る。
【００２６】
　また、幅狭部２８において車幅方向の幅Ｗｂが他の一般部３０と比べて狭くされている
ことに伴い、流水路４４の幅Ｄｂ（車幅方向の幅）も狭く形成されている。ここで、本実
施形態のレインガーターモール２２では、幅狭部２８において突出部３２Ａの高さＨｂが
他の一般部３０における高さＨａより高く形成されている。これにより、幅狭部２８にお
ける流水路４４の断面積Ｓｂは、一般部３０における断面積Ｓａと略同一に保たれている
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。このため、幅狭部２８における流水路４４でも必要な流水容量を確保することが出来、
ワイパーブレード１６により払拭された雨水がサイドガラス等に飛散することがより効率
よく防止することができる。
【００２７】
〔上記実施形態の補足説明〕
　なお、上述した実施形態では、タンデム式の払拭パターンを有するワイパー１４を備え
た車両１０を説明したが、本発明が適用される車両のワイパ払拭パターンはこれに限られ
ず、伸縮アームタンデム式や１本ブレード式であってもよい。
【００２８】
　また、上述した実施形態では、幅狭部２８における車幅方向内側端部が略円弧状を成し
ている例を説明したが、本発明はこれに限られず、幅狭部２８の車幅方向の幅が一般部に
おける幅よりも狭くされていればよい。
【符号の説明】
【００２９】
１２   ウインドシールドガラス
２２   レインガーターモール（モール）
２８   幅狭部
３０   一般部
３２Ａ 突出部
４４   流水路
Ｈａ   突出部の高さ（一般部）
Ｈｂ   突出部の高さ（幅狭部）
Ｗａ   モールの幅（一般部）
Ｗｂ   モールの幅（幅狭部）

【図１】 【図２】
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